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遺言書の比較表 
 

遺言書には、代表的な２つの作り方があります。 

①  自筆証書遺言 ：  遺言を残す人自身が、基本的に自筆で書く遺言書です。 

②  公正証書遺言 ：  公証人という法律の専門家が、本人から聞き取った遺言を 

文書に書き表した遺言書です。 

それぞれに、遺言を残す方にとって便利さや安心感につながる特徴があります。 

下の表は、その特徴を簡単にまとめたものです。 

さらに、自筆証書遺言を法務局で保管するサービスを加えた場合も比較してみました。  

遺言書の作成を検討する時に、御利用下さい。 

 

 
自筆証書遺言 

自筆証書遺言 

＋ 保管サービス 
公正証書遺言 

安心感 

形式の不備や 

相続分や表現に問題 

が あ る と き が あ り ま

す。 

形式は法務局で点検し

ます。その他の点検は

しないので、相続分や

表現には注意が必要。 

遺言書自体を公証人が

作成するので、形式に

は問題はありません。 

費用 

基 本 的 に か か り ま せ

ん。 

法務局に３９００円の 

手数料を支払います。 

公証人への手数料が、

財産の価格に応じて 

かかります。 

 

※遺言書の枚数によってさ

らに費用が変わります。 

※別途、証人への報酬も発

生することもある。 

他人の 

関与 

本人が望まなければ、

他人が関与することは

ありません。 

保管申請時に法務局の

担当者が遺言書を見ま

す。 

その他は、本人が望ま

なければ、他人が関与

することはありません。 

公証人の他に証人が 

2 名必要です。 

 

※財産を相続する 

可能性のある人は、

証人になれません。 

家 庭 裁

判 所 の

検認 

必要です。 

※検認を経ないと、 

過料がとられます。 

いりません。 いりません。 

遺 言 書

の保管 

自分で保管します。 

※家族が見つけられな

いこともあります。 

法務局 

正本と謄本は本人。 

原本を公証役場で 

保管します。 

★遺言書は案外、トラブルになりやすいものです。一度は行政書士等の専門家に相談されることを 

お勧めします。 


